
 

 

 

 

 

 

第 164 回横浜市都市計画審議会の開催について 
 

第 164 回横浜市都市計画審議会を次のとおり開催します。 

 

１ 日 時  

  令和４年８月 26 日(金) 午後１時開始 

 

２ 会 場  

  横浜市市会議事堂３階多目的室(Web 会議形式) 

  横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

                          【会場案内図】 

３ 審議案件の概要  

  都市計画決定及び変更関連 

 

４ 会議の公開・非公開  

  会議は公開で行います。 

 

５ 傍聴者の定員  

  10 名(現地傍聴) 

 

６ 傍聴の申込方法  

(１) 現地傍聴 

当日、午後０時から午後０時 30 分まで会場入口で受け付けします。           

受付で傍聴整理券を受け取り、受付終了までそのままお待ちいただきます。 

受付終了の時点で傍聴希望者が定員を超えた場合は、抽選を行います。定員に満 

たない場合は、そのまま先着順に傍聴していただけます。 

(２) Web 傍聴 

   令和４年８月 19 日(金)から８月 25 日(木)午後５時までの間、横浜市電子申請シ

ステムで受け付けています。詳細については、横浜市ホームページを御確認くださ

い。 

 

７ 取材について  

  現地傍聴席とは別に記者席を御用意しますので、当日、直接会場 

までお越しいただき、会場入口の受付でお声かけください。 

  なお、会場内の写真撮影は、会議の冒頭(５分程度)までとなります。 

横浜市都市計画審議会 

都市計画法によりその権限に属せられた事項（政令市決定の都市計画）の審議を行う

ために市長の附属機関として設置されたものです。 

根拠法令 都市計画法第 77 条の２第１項、第 87 条の２第 11 項 

 

お問合せ先 

建築局都市計画課長  正木 章子 ℡045-671-2663  

令 和 ４ 年 ８ 月 24 日 
建 築 局 都 市 計 画 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

横浜市ホームページ 



氏　名 職　業　等 分野

森地　茂 政策研究大学院大学教授 交通計画

高見沢　実 横浜国立大学大学院教授 都市計画

小泉　秀樹 東京大学大学院教授 都市計画

齊藤　広子 横浜市立大学国際教養学部教授 不動産マネジメント

池邊　このみ 千葉大学大学院教授 環境デザイン

石川　永子 横浜市立大学国際教養学部准教授 都市防災

橋本　美芽 東京都立大学大学院准教授 福　　祉

坂倉　徹 横浜商工会議所副会頭 商 工 業

柳下　健一 横浜農業協同組合代表理事組合長 農　　業

杉原　光昭 神奈川県弁護士会 法　　律

岡田　日出則 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会副会長 不 動 産

大森　義則 一般社団法人横浜市建築士事務所協会理事 建　　築

清水　富雄 横浜市会議長 市　　議

髙橋　正治 横浜市会副議長 市　　議

大桑  正貴 政策・総務・財政委員会委員長 市　　議

中山  大輔 国際・経済・港湾委員会委員長 市　　議

中島  光徳 市民・文化観光・消防委員会委員長 市　　議

麓 　 理恵 こども青少年・教育委員会委員長 市　　議

斉藤  伸一 健康福祉・医療委員会委員長 市　　議

横山  勇太朗 温暖化対策・環境創造・資源循環委員会委員長 市　　議

磯部　圭太 建築・都市整備・道路委員会委員長 市　　議

小松  範昭 水道・交通委員会委員長 市　　議

石川　建治 自治会・町内会長 市　　民

小宮　美知代 横浜のまちづくりに携わった経験のある者 市　　民

田邊　博敏 横浜のまちづくりに携わった経験のある者 市　　民

藤原　徹平 横浜国立大学大学院准教授 建　　築

川口　政明 神奈川県弁護士会 法　　律

矢島　健生 神奈川県弁護士会 法　　律

柳　　修 日本測地設計（株） 顧問 土地区画整理事業

清水　博 公益社団法人　街づくり区画整理協会　専門参与 土地区画整理事業

小澤　一美
さいたま都市計画事業指扇土地区画整理審議会　会
長

土地区画整理事業

松本　淳平 神奈川県警察本部交通部交通規制課長
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令和４年８月26日予定



 
 

第164回横浜市都市計画審議会案件表 
  

 日 時  令和４年８月26日(金)午後１時開始 

 場 所  横浜市市会議事堂３階多目的室 

(WEB会議形式) 

■ 審議案件 

１ 都市計画案件 

説明 

区分 
議題 

番号 
件   名 内   容 

№１ 

1366 
横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 

用 途 地 域 の 変 更 

【青葉美しが丘二丁目地区関連】 

 

青葉美しが丘二丁目地区では大規模な

社宅の廃止の機会を捉え、安全で快適な

歩行者空間のネットワークの形成を図り

つつ、土地の合理的かつ健全な高度利用

による地域に必要な機能の誘導、脱炭素

社会の推進を目指すとともに、地域内の

連合自治会、商店会、エリアマネジメン

ト組織その他の組織等で行われる取組等

との連携を図りながらまちづくりを進

め、緑豊かで、多世代かつ多様な住民が、

暮らし、交流し、働き、活躍するまちへ

の再生を図るため、「青葉美しが丘二丁目

地区地区計画」を決定します。あわせて、

「用途地域」及び「高度地区」を変更し

ます。 

1367 
横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 

高 度 地 区 の 変 更 

1368 
横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 

地 区 計 画 の 決 定 

№.２ 

1369 
横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 

都 市 高 速 鉄 道 の 変 更 

【第７号相鉄・東急直通線】(1369) 

 

事業の進捗に伴い関係機関との協議や

詳細な設計等を実施した結果、羽沢横浜

国大駅から新横浜駅間における線形や新

横浜駅部、新綱島駅部及び新綱島駅から

日吉駅間における構造物の形状変更等が

必要になったため、本路線の区域を変更

します。 

また、今回の変更にあわせて駅名称を

変更します。 

 

 

【８・７・20号新横浜駅北口１号線】(1370) 

 

第７号相鉄・東急直通線の事業進捗に

伴い関係機関との協議や詳細な設計等を

実施した結果、新横浜駅の出入口形状等

を変更したことから、本路線との接続形

態が変更となりました。これにより、既

設階段の位置を変更する必要が生じたた

め、本路線の区域を変更します。 

 

1370 
横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 

道 路 の 変 更 



 
 

２ その他案件 

説明 

区分 
議題 

番号 
件   名 内   容 

№３ 1371 

生 産 緑 地 法 

第 1 0 条 の ２ 第 ３ 項 に 基 づ く 

特 定 生 産 緑 地 の 指 定 

既に生産緑地地区として指定されてい

る区域のうち、その保全を確実に行うこと

が良好な都市環境の形成を図る上で特に

有効であると認められるものを特定生産

緑地として指定することについて、生産緑

地法第 10 条の２第３項の規定に基づき、

横浜市都市計画審議会の意見を伺います。 

№４ 1372 

建 築 基 準 法 第 5 1 条 に 基 づ く 

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 

【アサヒプリテック株式会社】 
 
鶴見区大黒町に一般廃棄物処理施設及び産

業廃棄物処理施設（焼却施設）を新たに設置す

るものです。 

№５ 1373 
土地区画整理法第55条第３項に 

基 づ く 意 見 書 の 審 査 

【旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業】 

 

土地区画整理法第55条第３項の規定に

基づき、意見書の内容審査を付議するもの

です。 

 

 



横浜市位置図 （北部）

議第1370号
横浜国際港都建設計画道路の変更
８・７・20号新横浜駅北口１号線

議第1372号
建築基準法第51条に基づく一般廃棄物処理施設の設置
産業廃棄物処理施設の設置

アサヒプリテック株式会社

議第1373号
土地区画整理法第55条第３項に基づく意見書の審査

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業

議第1366号
横浜国際港都建設計画用途地域の変更
議第1367号
横浜国際港都建設計画高度地区の変更
議第1368号
横浜国際港都建設計画地区計画の決定
青葉美しが丘二丁目地区地区計画

羽沢横浜国大駅

議第1369号
横浜国際港都建設計画都市高速鉄道の変更
第７号相鉄・東急直通線



横浜市位置図 （南部）



№１  青葉美しが丘二丁目地区関連の案件概要 

 

議第 1366 号 横浜国際港都建設計画用途地域の変更       

種    類 面 積 
建築物の 
容積率 

建築物の 
建蔽率 

外壁の 
後退距離 
の限度 

建築物の 
敷地面積 

の最低限度 

建築物 
の高さ 
の限度 

備考 

第 一 種 中 高 層 
住 居 専 用 地 域 

約 2,701ha 15／10以下 6／10以下 ― ― ― 8.0% 

第二種住居地域 約   531ha 20／10以下 6／10以下 ― ― ― 1.6% 

合計（市域全域） 約 33,733ha      100% 

 

議第 1367 号 横浜国際港都建設計画高度地区の変更 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 備考 

高度地区 
(最高限第３種) 

約 4,467ha 

(1) 建築物の高さは、15 メートルを超えてはならない。 
(2) 建築物の各部分の高さは、当該各部分から敷地境界線ま

での真北方向の水平距離に 0.6 を乗じて得たものに７メ
ートルを加えたもの以下としなければならない。 

 

高度地区 
(最高限第４種) 

約 6,639ha 

(1) 建築物の高さは、20 メートルを超えてはならない。 
(2) 建築物の各部分の高さは、当該各部分から敷地境界線ま

での真北方向の水平距離に 0.6 を乗じて得たものに 7.5 
メートルを加えたもの以下としなければならない。 

 

合  計 約 31,901ha 
  

 

議第 1368 号 横浜国際港都建設計画地区計画の決定 

名  称 青葉美しが丘二丁目地区地区計画 

位  置 青葉区美しが丘二丁目地内 

面  積 約4.0ha 

地区計画の目標 本地区は、東急田園都市線たまプラーザ駅の北約500ｍに位置している。本地

区及びその周辺は、昭和40年代の土地区画整理事業により開発された住宅地であ

り、住民の高齢化や若い世代の減少など人口構成が変化しつつある。さらに、老

朽化した団地等が建替えの時期を迎え土地利用の転換が予測される。 

「横浜市都市計画マスタープラン全体構想」では「集約型都市構造への転換と

鉄道駅を中心としたコンパクトな市街地の形成」を都市づくりの目標として掲

げ、郊外部の土地利用の基本方針として、駅周辺の生活拠点においては、地域の

持つ資源や特性などに応じた個性的で魅力的な地区を形成し、働く、楽しむ、買

うなどの機能について集積・充実を図るとしている。また、大規模な土地利用転

換があった場合には、地域の状況を踏まえ、必要な機能の導入が図られるよう誘

導するとし、特に北部方面においては、これまで整備されてきた都市基盤を生か

しつつ、活力ある駅周辺形成に向けた土地利用の誘導、良好な居住環境を継続的

に維持・確保するため、建築協定や地区計画等を活用した土地利用を進めるとし

ている。 
「横浜市都市計画マスタープラン青葉区プラン青葉区まちづくり指針」におい

ても、たまプラーザ駅周辺は「駅勢圏が大きい生活拠点」として位置付けられて

おり、特に大規模団地の再生にあたっては地区計画等のまちづくり手法を活用

し、多様な世代が住まう居住環境の確保とともに、周辺住民のための身近な生活

支援施設や地域交流の場、子育て支援施設、福祉施設、地域防災に関する施設、

働く場等の整備について誘導するとしている。 
さらに、青葉区内にある東急田園都市線の７駅を対象に、区民生活の魅力を高

める身近な拠点として、駅周辺のまちづくりの方向性を定めた「田園都市線駅周

辺のまちづくりプラン」では、たまプラーザ駅周辺におけるまちづくりの方針と

して職住近接の実現に向けて、企業の事務所やサテライトオフィス、SOHO等の業 

 



 務機能の立地を誘導するとともに、多様な世代が豊かなライフスタイルやワーク

スタイルを実現できるよう、子育て支援や高齢者支援の機能を維持・向上すると

ともに、子育て中の方や、様々な活動に意欲的な高齢者、新しい働き方を志向す

る若者などが活躍できる場の創出を推進することなどを掲げている。 

本地区は、大規模な社宅の廃止の機会を捉え、安全で快適な歩行者空間のネッ

トワークの形成を図りつつ、土地の合理的かつ健全な高度利用による地域に必要

な機能の誘導、脱炭素社会の推進を目指すとともに、地域内の連合自治会、商店

会、エリアマネジメント組織その他の組織等で行われる取組等との連携を図りな

がらまちづくりを進め、緑豊かで、多世代かつ多様な住民が、暮らし、交流し、

働き、活躍するまちへの再生を目標とする。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 コミュニティ・リビング・モデル（郊外住宅地の一定のエリア、歩いて暮ら 

せる生活圏の中で、暮らしの基盤となる住まいと、住民の交流、医療、介護、保

育や子育て支援、教育、環境、エネルギー、交通・移動、防災、さらには、就労

といった様々なまちの機能を、密接に結合させていく考え方）の実現に向け、業

務や生活支援などの機能を誘導するとともに、美しが丘公園に面するＡ地区につ

いては、公園の利用者を含めた地域交流の促進やにぎわいの創出を図るため、土

地の高度利用を図る。 

地区施設の整備の

方針 

１ ゆとりある歩行者空間の形成を図るとともに、歩行者の安全の確保を図る

ため、区域の東側、西側、南側及び地区内を東西に横断する道路沿いには歩

道状空地（道路沿いに設けることが困難な部分は歩行者用通路）を設ける。 

２ 広場は、原則として青空とし、地域の交流や活動を促進するため、公園との

連続性に配慮した位置に整備する。 
  

建築物等の整備の

方針 

１ 職住近接の実現や昼間人口の増加による地域活力の向上のため、周辺の住環

境に配慮しつつ、事務所やサテライトオフィス、研究開発施設等の業務機能の

立地を誘導するとともに、子育て中の市民や、様々な活動に意欲的な市民、新

しい働き方を志向する市民などが豊かで充実したライフスタイルやワークス

タイルを実現できるよう、教育や子育て支援、高齢者支援、就労、交流などの

機能を誘導する。これらの機能を導入する場合には、区域内外の道路からわか

りやすい位置に誘導する。 

２ 地区内の住環境が保全されつつ地区施設として設ける広場で活発な活動が

行われるよう、広場に面して住宅を設ける場合は、広場からの視線の遮蔽や防

音のため、開口部の向きや設え等で適切な措置を講じるものとする。 

３ 脱炭素社会の形成の推進のため、省エネルギー性能の高い設計とするととも

に、再生可能エネルギー等の導入やＣＡＳＢＥＥ横浜の環境性能についてＡラ

ンク以上の評価とする等、建築物が周辺地域に与える環境負荷の軽減を図る。 

４ 周辺の住環境に配慮しつつ、コミュニティ・リビング・モデルの実現に資す

る機能を誘導するため並びに都市計画法（昭和43年法律第100号）第12条の８

及び建築基準法（昭和25年法律第201号）第68条の５の３の規定に基づき、合

理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の用途の制限、

建築物の容積率の最高限度、建築物の容積率の最低限度、建築物の建蔽率の最

高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の建築面積の最低限度、壁面の

位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限、垣又はさ

くの構造の制限及び建築物の緑化率の最低限度について定める。 

   

 緑化の方針 １ 美しが丘公園や街路樹、学校、周辺敷地などのまとまりのある緑と調和し一

体となった、緑豊かで潤いのある街並みを形成するため、積極的な緑化を推

進する。 

２ 地区内では建築物と緑の調和を図り、高木と中低木を組み合わせた量感のあ

る植栽を行う。 

３ 年間を通じて良好な景観を創出するため、四季の移ろいを感じることのでき

る樹種の選定に配慮する。 

４ 本地区内外における緑豊かな歩行者空間の形成、建築物や工作物の圧迫感の

軽減及び地区内の住環境の保全を図るため、歩道状空地及び歩行者用通路沿

いには高木等を中心に連続的な緑化を図る。 
５ 広場には、地域住民の交流の場となるよう高木等の配置による快適な緑陰空

間の形成を図る。 



地
区
整
備
計
画 

地区施設の配置 

及び規模 

歩道状空地１  幅員3.0ｍ 延長約550ｍ 

歩道状空地２  幅員2.0ｍ 延長約140ｍ 

歩道状空地３  幅員2.0ｍ 延長約280ｍ 

歩行者用通路  幅員2.0ｍ 延長約50ｍ 

広場（青空又は一部非青空） 面積約500㎡ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

 

 

 

 

 

 

 

地区の

区分 

名称 Ａ地区 Ｂ地区 

面積 約1.7ha 約2.3ha 

 建築物の用途

の制限 

 

 

次に掲げるものは建築してはならない。 

１ 店舗、飲食店その他これらに類するもの（その用途に供する部分の床面積の

合計が1,500㎡以下のものを除く。） 

２ 工場（店舗、飲食店その他これらに類するものに供する建築物に附属するも

のを除く。） 

３ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令

第130条の６の２に規定する運動施設 

４ 自動車教習所 

５ 畜舎（店舗に附属するものを除く。） 

６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

７ カラオケボックスその他これに類するもの 

８ 倉庫業を営まない倉庫（他の建築物に附属するものを除く。） 

９ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（自己の使用のための貯蔵施設その他こ

れに類するものを除く。） 

     

  建築物の容積

率の最高限度 

10分の25 

ただし、次の各号に掲げる建築物又 

10分の20 

ただし、誘導用途に供さない建築物 

   は建築物の部分の容積率の最高限度

は、当該各号に定める数値とする。 

(1) 次に掲げる用途（以下「誘導用

途」という。）（誘導用途のうち

事務所の用途に供する場合におい

ては、事務所の用途に供する居室

の部分の床面積の合計の事務所の

用途に供する床面積全体の合計に

対する割合が４分の１以上の場合

を除く。以下この号において同

じ。）に供する建築物若しくは事

務所（事務所の用途に供する居室

の部分の床面積の合計の事務所の

用途に供する床面積全体の合計に

対する割合が４分の１以上のもの

に限る。）の用途に供する部分を

含まない建築物で誘導用途に供す

る部分を含む建築物又は誘導用途

に供する部分を含む建築物の当該

誘導用途に供する当該建築物の部

分の容積率の最高限度は、10分の

20とする。 

ア 事務所 

イ 店舗、飲食店その他これらに

類するもの 

ウ 学校、図書館その他これらに

類するもの 

エ ホテル又は旅館 

オ 老人ホーム、保育所、福祉ホ

ームその他これらに類するもの 

 

又は誘導用途に供さない部分を含む建

築物の当該誘導用途に供さない当該建

築物の部分の容積率の最高限度は、10

分の15とする。 



 

  カ 老人福祉センター、児童厚生

施設その他これらに類するもの 

キ 診療所 

ク 病院 

ケ 学習塾、華道教室、囲碁教室

その他これらに類する施設 

コ 美術品又は工芸品を製作する

ためのアトリエ又は工房 

(2) 誘導用途に供さない建築物又は 

誘導用途に供さない部分を含む 

建築物の当該誘導用途に供さな   

い当該建築物の部分の容積率の 

最高限度は、10分の15とする。 

 

 

 建築物の容積

率の最低限度 

10分の５ 

ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物につ

いては、この限りでない。 

 

 建築物の建蔽

率の最高限度 

10分の６ 

 ただし、建築基準法第53条第３項第１号又は第２号のいずれかに該当するもの

にあっては10分の７、同項第１号及び第２号に該当するものにあっては10分８と

する。 

 

 建築物の敷地

面積の最低限

度 

3,500㎡ 

ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷

地として使用するものについては、この限りでない。 

 

 建築物の建築

面積の最低限

度 

1,500㎡ 

ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物につ

いては、この限りでない。 

 

 壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す１号壁面又は２号壁 

面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、公衆便所、巡査派出所そ

の他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 
 

    

 

 建築物の高さ

の最高限度 

１ 建築物の高さは、15ｍを超えてはな

らない。ただし、誘導用途に供する

部分の床面積の合計が1,000㎡以上

の建築物の高さは、20ｍ以下とする

ことができる。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該建築

物の各部分から前面道路の中心線又

は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に0.6を乗じて得たものに７ｍ

を加えたもの以下としなければなら

ない。 

１ 建築物の高さは、15ｍを超えてはな

らない。ただし、誘導用途に供する部

分の床面積の合計が500㎡以上の建築

物の高さは、次に掲げる地盤面の高さ

の区分に応じ、当該区分に定める数値

以下とする。 

(1) 地盤面の高さが東京湾平均海面 

から62ｍの高さより低い場合 20    

ｍ 

(2) 地盤面の高さが、東京湾平均海

面から62ｍの高さ以上であり、か

つ、東京湾平均海面から67ｍの高

さ以下である場合 東京湾平均海

面から82ｍの高さから地盤面の高

さを減じた数値 

(3) 地盤面の高さが東京湾平均海面

から67ｍの高さより高い場合 15

ｍ 

２ 建築物の各部分の高さは、当該建築

物の各部分から前面道路の中心線又

は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に0.6を乗じて得たものに７ｍを

加えたもの以下としなければならな

い。      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
建築物等の形

態意匠の制限 

１ 建築物等の形態意匠は、本地区計

画の区域全体及び周辺の景観との調

和に配慮するため、次に掲げる事項

に適合するものとする。 

(1) 歩道状空地２又は広場に面する

建築物の低層部(建築物の容積率

の最高限度の項第１号（1）アから

エ、ケ及びコに供する部分に限

る。）は、建築物内部のにぎわい

が望めるような形態意匠とするこ

と。 

(2) 建築物の壁面による圧迫感を軽

減するため、雁行や柱等のデザイ

ン、素材等によって壁面を分節す

る形態意匠とすること。 

(3) 建築物の屋上に設置する建築設

備等（太陽光発電設備又は太陽熱

利用設備を除く。）は、建築物と

調和した遮蔽物で囲む等乱雑な外

観とならないようにすること。 

(4) 駐車場又は駐輪場は、建築物と

調和した遮蔽物や植栽で囲む等乱

雑な外観とならないようにするこ

と。 

２ 屋外広告物は、地区の景観及び地

区外からの景観を阻害しないよう、

次に掲げる事項に適合するものとす

る。ただし、案内標識等公共的な目

的のために設置する必要があると認

められるものについては、この限り

でない。 

(1) 自己の名称、自己の事業若しく

は営業の内容で独立文字・マーク

等を組み合わせたもの又は管理上

必要な事項を表示するものを除

き、建築物の高さが15ｍを超える

部分に設置しないこと。 

１ 建築物等の形態意匠は、本地区計

画の区域全体及び周辺の景観との調

和に配慮するため、次に掲げる事項

に適合するものとする。 

(1) 歩道状空地１、３に面する建築

物の低層部（建築物の容積率の最

高限度の項第１号（1）アからエ、

ケ及びコに供する部分に限る。）

は 建築物内部のにぎわいが望め

るような形態意匠とすること。 

(2) 建築物の壁面による圧迫感を軽

減するため、雁行や柱等のデザイ

ン、素材等によって壁面を分節す

る形態意匠とすること。 

(3) 建築物の屋上に設置する建築設

備等（太陽光発電設備又は太陽熱

利用設備を除く。）は、建築物と

調和した遮蔽物で囲む等乱雑な外

観とならないようにすること。 

(4) 駐車場又は駐輪場は、建築物と

調和した遮蔽物や植栽で囲む等乱

雑な外観とならないようにするこ

と。 

２ 屋外広告物は、地区の景観及び地

区外からの景観を阻害しないよう、

次に掲げる事項に適合するものとす

る。ただし、案内標識等公共的な目

的のために設置する必要があると認

められるものについては、この限り

でない。 

(1) 自己の名称、自己の事業若しく

は営業の内容で独立文字・マーク

等を組み合わせたもの又は管理上

必要な事項を表示するものを除

き、建築物の高さが15ｍを超える

部分に設置しないこと。 

(2) 屋上に設置しないこと。     
 (2) 屋上に設置しないこと 

(3) 照明は、本地区計画の区域内及

び周辺の住環境を阻害しないよう

過剰なものを避け光源を点滅させ

るものは設置しないこと。 

(3) 照明は、本地区計画の区域内及 

び周辺の住環境を阻害しないよう

過剰なものを避け光源を点滅させ

るものは設置しないこと。 

 
 垣又はさくの

構造の制限 

垣又はさくの構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する美観を損ねるお 

それのないものとする。 

 
 建築物の緑化

率の最低限度 

100分の15 



（内容） 

本地区は、東急田園都市線たまプラーザ駅の北約500ｍに位置しています。本地区及びその周辺

は、昭和40年代の土地区画整理事業により開発された住宅地であり、住民の高齢化や若い世代の減

少など人口構成が変化しつつあります。さらに、老朽化した団地が建替えの時期を迎え土地利用の

転換が予測されます。 

「横浜市都市計画マスタープラン全体構想」では「集約型都市構造への転換と鉄道駅を中心とし

たコンパクトな市街地の形成」を都市づくりの目標として掲げ、郊外部の土地利用の基本方針とし

て、駅周辺の生活拠点においては、地域の持つ資源や特性などに応じた個性的で魅力的な地区を形

成し、働く、楽しむ、買うなどの機能について集積・充実を図るとしています。また、大規模な土

地利用転換があった場合には、地域の状況を踏まえ、必要な機能の導入が図られるよう誘導すると

し、特に北部方面においては、これまで整備されてきた都市基盤を生かしつつ、活力ある駅周辺形

成に向けた土地利用の誘導、良好な居住環境を継続的に維持・確保するため、建築協定や地区計画

等を活用した土地利用を進めるとしています。 

「横浜市都市計画マスタープラン青葉区プラン青葉区まちづくり指針」においても、たまプラー

ザ駅周辺は「駅勢圏が大きい生活拠点」として位置付けられており、特に大規模団地の再生にあた

っては地区計画等のまちづくり手法を活用し、多様な世代が住まう居住環境の確保とともに、周辺

住民のための身近な生活支援施設や地域交流の場、子育て支援施設、福祉施設、地域防災に関する

施設、働く場等の整備について誘導するとしています。 

さらに、青葉区内にある東急田園都市線の７駅を対象に、区民生活の魅力を高める身近な拠点と

して、駅周辺のまちづくりの方向性を定めた「田園都市線駅周辺のまちづくりプラン」では、たま

プラーザ駅周辺におけるまちづくりの方針として職住近接の実現に向けて、企業の事務所やサテラ

イトオフィス、SOHO等の業務機能の立地を誘導するとともに、多様な世代が豊かなライフスタイル

やワークスタイルを実現できるよう、子育て支援や高齢者支援の機能を維持・向上するとともに、

子育て中の方や、様々な活動に意欲的な高齢者、新しい働き方を志向する若者などが活躍できる場

の創出を推進することなどを掲げています。 

これらを踏まえ、本地区では、大規模な社宅の廃止の機会を捉え、安全で快適な歩行者空間のネ

ットワークの形成を図りつつ、土地の合理的かつ健全な高度利用による地域に必要な機能の誘導、

脱炭素社会の推進を目指すとともに、地域内の連合自治会、商店会、エリアマネジメント組織その

他の組織等で行われる取組等との連携を図りながらまちづくりを進め、緑豊かで、多世代かつ多様

な住民が、暮らし、交流し、働き、活躍するまちへの再生を図るため、「青葉美しが丘二丁目地区

地区計画」を決定します。あわせて、「用途地域」及び「高度地区」を変更します。 

 



№２ 都市高速鉄道及び道路の変更に関する案件概要 
 
議第1369号 横浜国際港都建設計画都市高速鉄道の変更 

名  称 位      置 区 域 構    造 

備考 
番号 路 線 名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長 

構 造 

形 式 

地表式の区間

における幹線

街路等との交

差の構造 

７ 相鉄・東急 

直通線 

神奈川区 

羽沢南二

丁目 

港北区 

日吉本町

一丁目 

神奈川区

三枚町 

 

港北区 

大倉山三

丁目 

約 9,980ｍ   線 路

線 数

２ 

内 訳 

神奈川区 

羽沢町 

港北区 

箕輪町三

丁目 

 約 8,960ｍ 地下式  

   約 1,020ｍ 地表式  

なお、神奈川区羽沢町及び羽沢南二丁目地内に羽沢横浜国大駅を 

   港北区新横浜二丁目及び新横浜三丁目地内に新横浜駅を 

   港北区綱島東一丁目及び綱島東二丁目地内に新綱島駅を設ける。 

 

（内容） 

第７号相鉄・東急直通線は、神奈川区羽沢南二丁目(羽沢横浜国大駅)を起点とし港北区日吉本町一

丁目(東急電鉄東横線・目黒線日吉駅)を終点とする延長約 9,980 メートルの都市高速鉄道で、第６号

相鉄・ＪＲ直通線とともに、横浜市西部及び神奈川県央部と東京都心部との速達性の向上、広域鉄道

ネットワークの形成等に寄与する路線です。 

本路線は、平成 24 年に都市計画変更（追加）し、平成 25 年に事業承認を受け、令和４年度下期の

開業に向けて事業を進めています。 

このたび、事業の進捗に伴い関係機関との協議や詳細な設計等を実施した結果、羽沢横浜国大駅か

ら新横浜駅間における線形や新横浜駅部、新綱島駅部及び新綱島駅から日吉駅間における構造物の形

状変更等が必要になったため、本路線の区域を変更します。 

また、今回の変更にあわせて駅名称を変更します。 

  



 

 

議第1370号 横浜国際港都建設計画道路の変更 

種別 

名      称 位      置 区 域 構        造 

備  考 
番  号 路 線 名 起 点 終 点 

主 な 

 

経過地 

延 長 

構 造 

 

形 式 

幅員 

地表式の区間に

おける鉄道等と

の交差の構造 

特 

殊 

街 

路 

８・７・20 新横浜駅

北口１号

線 

港北区 

新横浜 

二丁目 

港北区 

新横浜 

二丁目 

 約290ｍ 

 

地表式 ４ｍ 鉄道と立体交差
２箇所 
幹線街路と立体
交差１箇所 

路線の幅員 

４～14ｍ 

自転車歩行

者専用道路 

 

（内容） 

８・７・20 号新横浜駅北口１号線は、新横浜駅と北口市街地を接続し、安全で円滑な自転車歩行者

ネットワークを形成する特殊街路として、平成 15 年に都市計画変更（追加）しています。その後、平

成 17 年の都市計画変更を経て、平成 20 年に供用を開始しました。 

このたび、第７号相鉄・東急直通線の事業進捗に伴い関係機関との協議や詳細な設計等を実施した

結果、新横浜駅の出入口形状等を変更したことから、本路線との接続形態が変更となりました。これ

により、既設階段の位置を変更する必要が生じたため、本路線の区域を変更します。 

 



 

№３  特定生産緑地の指定に関する案件概要 

 

議第 1371 号 生産緑地法第 10 条の２第３項に基づく特定生産緑地の指定について 

 

（内容） 

特定生産緑地は、生産緑地指定から 30 年経過が近づいた農地等について、その周辺の地

域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当

該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上

で特に有効であると認められるものを市町村が特定生産緑地として指定し、買取りの申出

をすることができる指定期限を 10 年間延長することができる制度です。 

横浜市特定生産緑地指定要領に基づき特定生産緑地を指定するにあたり、都市計画審議

会において意見を伺います。今回の対象地は 272 箇所、約 38.5ha となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No.４ 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置に関する案件概要  

 

議第 1372 号 建築基準法第 51 条に基づく一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置 

名     称  アサヒプリテック株式会社 横浜事業所 

位     置 横浜市鶴見区大黒町 18 番 15 及び 18 番 46 

敷 地 面 積 14,923.12 ㎡ 

用 途 地 域 等 工業専用地域 

施 

設 

概 

要 

構     造  鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 

主 要 用 途 廃棄物処理施設 

建 築 面 積 3,799.44 ㎡ 

延 床 面 積  6,755.49 ㎡ 

処 理 能 力 

一般廃棄物処理施設 

一般廃棄物の焼却施設            3,750 ㎏/時間 

 

産業廃棄物処理施設 

 汚泥の焼却施設           64.80 ㎥/日 

 廃油の焼却施設           71.52 ㎥/日 

 廃プラスチック類の焼却施設     46.32ｔ/日 

 その他の焼却施設          90.00ｔ/日 

建  築  主 
名称 アサヒプリテック株式会社 

住所 東京都千代田区丸の内一丁目７番 12 号 

運 営 主 体 
名称 アサヒプリテック株式会社 

住所 東京都千代田区丸の内一丁目７番 12 号 

 

（内容） 

本事業者は、各種工場から排出される汚泥等のセメントリサイクル処理、廃油再生処理などを行っ

ています。また、本計画地にて、平成 28 年に産業廃棄物処理施設（汚泥の脱水施設）について、建

築基準法第 51条の規定に基づく許可を得ています。 

今回、汚泥の脱水施設を廃止し、新たに焼却施設を設置します。 

以下の理由から、建築基準法第 51 条の規定に基づく許可基準を満足しており、本市として、その

敷地の位置は都市計画上支障がないと考え、当該施設の設置の許可をするため、横浜市都市計画審議

会に付議するものです。 

 

１ 臨海部の工業専用地域に立地していること 

２ 幹線道路に至る間の道路は、搬出入車両が安全にすれ違うことのできる十分な幅員を有しており、

かつ、周辺交通に支障を生じないよう対策を講じていること 

３ 大気質・騒音・振動・臭気の発生源に対して十分な対策を講じることで、生活環境影響調査の予

測値が基準未満となるなど、周辺環境に配慮した計画としていること 

４ 隣接所有者等に事業内容を説明し理解を得ていること 



 

№５ 横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の事業計画

に対する意見書の審査に関する案件概要 

 

議第 1373 号 土地区画整理法第 55 条第３項に基づく意見書の審査 

 

（内容） 

横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の事業計画決定手続にお

いて意見書が提出されましたので、土地区画整理法第 55 条第３項の規定により意見書を横

浜市都市計画審議会に付議し、事業計画に対する意見書の審査を行います。 
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